
広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号 

広
島
県
と
坂
町
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
。 
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広
島
県
と
坂
町
と
の
間
に
お
け
る
港
湾
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約 

第
一
条 

広
島
県
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
広
島
港
に
お
け
る
別
表
に
掲
げ
る
港
湾
施
設
（
以
下
「

委
託
施
設
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
執

行
を
坂
町
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。 

一

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
三
十
六
号
）
に
関
す
る
事
務 

二 

委
託
施
設
に
係
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
七

項
の
規
定
に
よ
る
使
用
許
可
に
関
す
る
事
務
（
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
（
広
島
県
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の

係
留
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
広
島
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
を
い
う
。
）
の
係
留
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
） 

三

委
託
施
設
の
維
持
修
繕
（
甲
の
指
定
す
る
維
持
修
繕
を
除
く
。
）
及
び
甲
の
指
定
す
る
港
湾
施
設
の

新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
事
務 

第
二
条 

前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
甲
の
条
例
及
び
規
則

そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
条
例
等
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
三
条 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
、
あ
ら
か
じ
め
甲
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。 

一

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
委
託
施
設
の
一
年
以
上
の
使
用
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 

第
一
条
第
二
号
の
許
可
（
電
柱
、
標
柱
、
看
板
、
地
下
埋
設
物
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
敷

地
の
用
に
供
す
る
場
合
の
許
可
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三

第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
（
一
件
百
万
円
未
満
の
維
持
修
繕
を
除
く
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と

き
。 

第
四
条 

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
並
び
に
甲
が
乙
の
区
域
内
に
お
け
る
公
営
企
業
債
に

よ
る
港
湾
施
設
の
新
設
又
は
改
良
（
港
湾
施
設
用
地
の
造
成
を
除
く
。
）
の
経
費
に
充
て
た
起
債
の
償
還

に
要
す
る
経
費
は
、
甲
及
び
乙
の
負
担
と
し
、
そ
の
額
及
び
支
払
方
法
は
、
甲
乙
協
議
し
て
定
め
る
。 

第
五
条 

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
伴
い
徴
収
す
る
使
用
料
等
の
収
入
は
、
全
て
乙
の
収
入
と
す
る
。 

第
六
条 

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
は
、
乙
の
歳
入
歳
出
予
算
に
お
い

て
他
の
予
算
と
分
別
し
て
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

乙
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
決
算
に
お
い
て
剰
余
金
が

生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
翌
年
度
に
お
け
る
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
繰
り
越

し
て
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
条 

乙
は
、
各
年
度
に
お
い
て
出
納
閉
鎖
後
、
速
や
か
に
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
実
績
報

告
書
を
甲
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乙
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
決
算
の
要
領
を
公
表
し
た
場
合
は
、
遅

滞
な
く
当
該
決
算
の
う
ち
委
託
事
務
に
関
す
る
部
分
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 



第
九
条 

甲
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
条
例
等
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
乙
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条 
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
乙
協
議
し
て
定
め
る
。 

附 
則 

１ 

こ
の
規
約
は
、
令
和
四
年
七
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

事
務
の
委
託
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
支
は
、
廃

止
の
日
を
も
っ
て
打
ち
切
り
、
乙
が
こ
れ
を
決
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
剰
余
金
又

は
不
足
額
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
処
理
に
つ
い
て
甲
乙
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。 

別
表
（
第
一
条
関
係
） 

名

称 

所

在

地 

ベ
イ
サ
イ
ド
ビ
ー
チ
坂
・
親
水
公
園 
坂
町
字
水
落
山
、
坂
町
字
水
尻
、
坂
町
字
魚
見 

ベ
イ
サ
イ
ド
ビ
ー
チ
坂
駐
車
場 

坂
町
字
水
落
山
、
坂
町
字
水
尻
、
坂
町
字
魚
見 

 


